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安城市消防団からのお知らせ
11月９日～15日に秋の火災予防運動が実施されます。市消防団では、この運動に合わせて、
昼間又は夜間にマイクを使用し防火広報を行います。また、就寝前の火の元確認等のため、
９日㈬と15日㈫の午後８時から約30秒間、各分団詰所のサイレンを吹

すい
鳴
めい
します。ご理解

とご協力をお願いします。

火災予防運動期間中、
消防団って何をしているの？

火災が発生しやすい時季のため、防火広報をしています。
消防車で市内を巡回したり、詰所のサイレンを鳴らした
り、住民に火災予防を呼びかけています。
また、消防ポンプや水利の点検、非常招集訓練を行うこ
とで、火災が起こった時にすぐ活動できるための準備も
しています。

サイレンの吹鳴は必要なの？

火災が発生したときに近隣住民に知らせるため
サイレンを鳴らしています。
火災予防運動期間中は、住民の皆さんに就寝前
の火の元確認及び火災発生時のサイレンと認識
していただくため、９日と15日のみ午後８時に
サイレンを鳴らします。

わが町の消防団

■ ▼

）シリーズ  安城の消防団 10
ただいま活動中！～機能別団員安全運転研修会～ただいま活動中！～機能別団員安全運転研修会～
機能別団員を対象に年１～２回程度、キョウセイ交通大
学(岡崎市)で安全運転研修会を開催しています。実際に
災害で使用する車両でのコース内走行や、高いレベルの
安全運転に関する技能を身に付けます。

消防団マメ知識～消防団協力事業所表示制度について～

File23 古井分団
古井分団は20代～50代の幅広
い年齢層の団員が活躍してい
る消防団です！災害時に備え、
地域の人達と協力しながら
日々訓練を頑張っています！
世代関係なく気軽に話すこと
ができ、公私ともに交流がある等、とても居心地の良い分
団です！興味のある人はぜひ一緒に活動しましょう！

File24 三ツ川分団
三ツ川分団は、野寺町・寺領
町・木戸町・藤井町を管轄し
ている消防団です！年齢層は
20代後半～30代前半で、職業
も会社員や自営業等、多種多
様な業種の団員が13人在籍し
ています！今年度は愛知県消防操法大会に安城市代表とし
て出場しました。団員に合わせ無理のないペースで活動を
しています！一緒に楽しく活動してみませんか!?

File25 東尾分団
『地域の安心安全は僕らが守
る』を合言葉に、日々消火訓練
や地域行事への参加を積極的
に行っています！東尾分団は
ベテランが多く、年齢層が高
めですが、気持ちは若く奮闘
しています！少しでも消防団活動に興味がある人は、ぜひ
東尾分団へ!!

消防団活動に協力していただいている事業所を｢消防団
協力事業所｣として認定し、表示証の交付や市HP等に公
表・掲載しています。事業所の社会的信頼性の向上やPR
に繋げるとともに、団員の入団促進や活動環境の整備を
図る制度です。

交通大学講師の話は
レベルが高い！

大きい車両で
クランクも一苦労！

狭あい道路をイメージ！

せまい…。

ギリギリで障害物を避ける

スラローム走行も難易度が高い！
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問▶子育て支援課(☎〈７1〉22７2）

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

市HP

●児童相談所虐待対応ダイヤル「189」（通話料無料・24時間365日対応）
　※通告相談は匿名可。内容等に関する秘密は守られます。
●子育て支援課児童家庭係（☎〈７1〉22７2）

虐待かもと思ったら?

国の児童虐待による死亡事例の検証結果では、死亡事例は年間
７０件以上となり、単純計算すると、５日間に１人の子どもが虐
待により命を落としていることになります。
この機会に、児童虐待について考えてみませんか。

topic 1

児童虐待防止推進月間
11月は

です

《こんなことをしていませんか》
「何度も言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬

ほお

を叩いた」
「いたずらしたので長時間正座をさせた」
「宿題をしなかったので夕飯を与えなかった」

「しつけ」のためと思っても、「体罰」は虐待です！
子どもへの体罰（※）は法律で禁止されています。
（※）体罰…身体的に何らかの苦痛や不快感を意図的にもたらす行為(罰)。

子育て中の皆さんへ

体罰はいけないこととわか
っていても、ストレスや身体的不調を
抱えていると思わず子どもにあたって
しまうことがあるかもしれません。子
育ての悩みやしつけのしかた等、一人
で悩まずに相談してください。

一人で頑張りすぎないで
相談を

◆不自然な傷やあざがある　◆衣服やからだがいつも汚れている
◆いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする　◆小さい子どもを家に置いたまま外出している　等
虐待の確証がなくても下記連絡先へ連絡をお願いします。あなたの連絡が子どもを救うだけでなく、苦しんでいる
保護者を救うことにもつながります。

地域の皆さんへ 子どもや保護者のこんなサインに気付いたらご連絡を！

親又は親に代わって養育する大人が不適切な関わりをすることで、子どもの体や心が傷つけられ、
健全な成長や発達を妨げる行為です。大きく分けて以下の４つに分類されます。

児童虐待とは

1 8 9
いち はや く

☎

性的虐待

子どもへの性的行為、
性的行為をみせる、ポ
ルノグラフィの被写体
にする　等

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ
落とす、激しく揺さぶる、
やけどを負わせる、溺れ
させる　等

ネグレクト

家に閉じ込める、食事
を与えない、ひどく不
潔にする、自動車の中
に放置する　等

心理的虐待

言葉による脅し、無視、
きょうだい間での差別的
扱い、子どもの前で家族
に暴力をふるう　等


